
は
、全
て
最
初
に
市
長
が
目
を
通

し
、内
容
に
よ
り
該
当
・
担
当
す
る

職
場
へ
指
示
を
出
し
ま
す
。
ご
意

見
は
、
貴
重
な
声
と
し
て
し
っ
か

り
と
受
け
止
め
、
魅
力
あ
る
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

な
お
、手
紙
の
内
容
は「
掲
載
可
」

と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
匿
名
で

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ

か
、一
部
を
本
誌「
お
し
ゃ
べ
り
ひ

ろ
ば
」で
も
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

�
お
問
い
合
わ
せ
は
、
広
報
広
聴

課
�
�
４
１
１
１
内
線
３
９
４
、

�
�
４
３
３
１
へ
ど
う
ぞ
。

令
和
元
年
度
の　
　
　
　
　

　
　

「
市
長
へ
の
手
紙
」

　

元
年
度
に
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ

い
た「
市
長
へ
の
手
紙
」は
１
６
０

通
で
、
手
紙
に
書
か
れ
て
い
た
意

見
や
要
望
な
ど
を
内
容
で
分
け
る

と
、
２
２
６
件
に
な
り
ま
し
た
。

【
元
年
度
の
ご
意
見
か
ら
】

�
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
れ
る
よ

　

う
に
体
育
施
設
の
駐
車
場
を
増

　

や
し
て
ほ
し
い

�
小
a
の
観
光
の
発
展
の
た
め
に

　

商
店
街
を
も
っ
と
活
性
化
さ
せ

　

て
ほ
し
い

�
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
公
園
敷

　

地
内
と
周
辺
を
禁
煙
に
し
て
ほ

　

し
い

　

ご
意
見
の
ほ
と
ん
ど
は
、
市
民

生
活
に
密
着
し
た
提
言
や
要
望
な

ど
で
し
た
。

　

皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
手
紙

市
長
へ
の
手
紙

小
z
の
ま
ち
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ア
イ
デ
ア
や

ご
提
言
を
募
集
す
る
「
市
長
へ
の
手
紙
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

昨
年
度
の
結
果
と
「
市
長
へ
の
手
紙
」
の
送
付
方
法
に
つ
い
て
ご
案
内
し

ま
す
。

令和２（２０２０）年７月　広報おたる　６

　皆さんからのご意見やご要望に対応するために、名前と連絡先の記入をお願いします。匿名の場合は回

答ができなかったり、事実や場所の確認が必要な場合に対応できなかったりします。なお、秘密は厳守し、

記入された個人情報は手紙の回答や内容の確認以外のために使用することはありません。

※専用用紙は、市役所のほか、駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターにも置いてあります。また記載欄

　が不足した場合は、別紙に書いてお送りいただいても構いません。

「市長への手紙」送付方法

�郵送 �ファクス　次ページの専用

用紙を切り取り、

内容を記入して封

をし、そのままポ

ストに入れてくだ

さい。切手は必要

ありません。

　次ページの専用用紙に記入するか、別

の用紙に同様の内容を記入し、広報広聴

課（��４３３１）へ送信してください。

※専用用紙をコピーして送信すると、記

　載内容が確認できないことがありま

　す。コピーしたものは送信しないよう

　にしてください。

　「市長への手紙」のほか、市役所１階の渡り廊下に設置している「市民の声」投書箱や、ホームページ内にある「ご意見・

お問い合わせ」のページ（https://www.city.otaru.lg.jp/form/inquiry/index.php）からもご意見やご要望を受け付けていま

す（携帯電話やスマートフォンからの送信も可能です）。

その他のご意見・お問い合わせ

　私は、まちづく
りを進めていく上
で、市民の皆さん
との対話が重要と
考えています。全
ての皆さんと直接
お話をする機会を
持つことはかない
ませんが、皆さんからお便りをお寄せいただ
くことも、皆さんとの「つながり」を生む一
つの大きな手段だと考えています。いただい
たお手紙は、私自ら、全て拝見していますの
で、「夢あふれる元気な小a」を実現するため
に、この「市長への手紙」で皆さんのご意見
やアイデアをお寄せください。

小4市長　　迫　俊哉

皆さんからのお手紙を
お待ちしています

令和２年７月１日

小c市長 迫　俊哉

小
w
郵
便
局

承
　
　
　
認

２
０
７
５

小c市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　行

小c市　花園２丁目１２番１号

差出有効期間は令和２年７月１日から令和３年６月３０日までです。
はさみ線に沿って切り、セロハンテープなどでしっかりと貼り付けてください。

差
出
有
効
期
間

２
０
２
１
年
６
月

３０
日
ま
で

（
切
手
不
要
）

迫　俊哉

０
３
２

問い合わせ：小s市総務部広報広聴課　電話　３２－４１１１　内線３９４



市政へのアイデア・ご提言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　について
フリガナ住所（〒　　　－　　　　）　　　
氏名

ＦＡＸでの回答

　可・不可　
ＦＡＸ番号

（　 ）

電話番号

（　 ）

職業性別

 男・女 

年齢

　 　 歳
メールでの回答

　可・不可　
メールアドレス

掲載について

　可・不可　

お寄せいただいたご意見などを、広報誌やホームページで広く市民の皆

さんに紹介していきたいと思います（匿名で掲載します）。

未就学児の医療費の助成を拡大します


